
 

① 寝室 ⇒ 煙式 義務設置（家族が寝ているすべての部屋） 

② 階段 ⇒ 煙式 義務設置（寝室が２階以上にある場合） 
③ 台所 ⇒ 煙式(※)努力設置 

※調理中の煙や湯気により容易に作動する場合は、熱式を設置してください。 

どどどこここににに設設設置置置すすすれれればばばいいいいいいののの？？？   
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  住宅用火災警報器の設置例 

 

総務省消防庁 HPより 

※1 この場合、1 階の階段には設置不要。 

※2 屋外に設置された階段を除く。 
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